
一般照明用の高圧水銀ランプの製造等の

規制措置の周知について（情報提供）

国土交通省より、環境省及び経済産業省が発出した事務連絡について情報提供がありま

したので、お知らせいたします。

「水銀による環境の汚染の防止に関する法律」では水銀等を使用する製品の一部を「特

定水銀使用製品」として定めており、その製造及び部品としての他の製品製造への使用は、

令和２年１２月３１日から原則禁止となります。

一般照明用の高圧水銀ランプについても、特定水銀使用製品に該当し、将来的に交換用

のランプの入手が困難になることが想定されますことから、LED 照明等への計画的な切替

えについてご検討頂くようお願いいたします。








